
令和７・８年度 測量・建設コンサルタント業務等  

入札参加資格申請要領  

 

１ 資格審査 

熊野町が令和７・８年度に発注する測量・建設コンサルタント業務等の一般競争入札又は指名競

争入札（随意契約を含む。）に参加する者に必要な資格（以下、「入札参加資格」という。）の審査（以

下、「資格審査」という。）を受けようとする者は、所定の入札参加資格審査申請書及び添付書類（以

下、「資格審査申請書等」という。）を、所定の期日までに提出しなければなりません。 

 

２ 資格審査申請書等の提出先及び提出期間 

  ※ 原則電子申請とします。ただし、県内業者に限り、書面申請もできます。 

 (１)電子申請（広島県と県内市町が共同運営する「電子入札等システム」による。） 

申請者の区分 提出先 提出期間・受付期間 

 

県内業者 
(登記簿上の本店を

県内に有する者) 
 

県外業者 
(登記簿上の本店を

県外に有する者) 

 

広島県土木建築局建設産業課 

入札制度グループ 

〒730-8511 

広島県広島市中区基町 10-52 

(TEL 082-513-3841) 

【システム受付期間】 

令和６年 11月 １日(金) 

～  
令和６年 11月 22日(金) 

 

【書類送付期限】（必着） 

令和６年 11月 29日(金) 

※ 広島県の調達情報ホームページ https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp 

  (２)書面申請 

申請者の区分 提出先 提出期間・受付期間 

 

県内業者 

 

 

熊野町役場財務課 

 

〒731-4292 

広島県安芸郡熊野町中溝一丁目１番１号 

(TEL 082-820-5632) 

 

令和６年 11月 １日(金) 

～  
令和６年 11月 22日(金) 

（必着） 

午前 8:30～12:00 

午後 1:00～5:15 

 

（土・日・祝祭日を除く） 

※ 書面申請の場合、提出書類は別表第 2 によること。(別表に掲げる書類を一覧表の順に添付し、

A4版のファイルに綴じて提出すること。ファイルの背表紙下部に会社名を記載すること。) 

※ 令和７年 4月 1日以降は、随時受付を行います。 

※ 書面申請の場合は、令和６年 11月 22日（金）必着としてください。 

 



３ 申請資格  

次のいずれかに該当する者は、入札参加資格の審査に係る申請を行うことができません。 

ア 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4第 1項の規定に該当する者 

イ 「測量」分野を希望業務とする者で、測量法（昭和２４年法律第１８８号）第５５条第１項の

規定による登録を受けていない者 

ウ 「建築関係建設コンサルタント」分野のうち｢建築一般｣部門を希望業務とする者で、建築士法

（昭和２５年法律第２０２号）第２３条第１項の規定による登録を受けていない者 

エ 「その他」分野のうち「不動産鑑定」部門を希望業務とする者で、不動産の鑑定評価に関する

法律（昭和３８年法律第１５２号）第２２条の規定による登録を受けていない者 

オ 直近2年間において、資格審査を申請する希望業務分野（測量、建築コンサルタント業務、地

質調査業務、補償関係コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務及びその他）につ

いて業務を行った実績（年間平均実績高）がない者 

カ 資格審査の申請を行うときに熊野町の町税、消費税及び地方消費税のいずれかに滞納がある者 

キ 資格審査の申請において重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実について申告を

行わなかった者(過去に虚偽の申請を行い、広島県の入札参加資格の取消しをされた者で、資格

審査の申請日において当該取消しの日から 24か月を経過している者を除く。) 

ク 次の①から③までに掲げる届出の義務を履行していない者（届出の義務がない者を除く） 

  ①雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出の義務 

  ②健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出の義務 

  ③厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出の義務 

 

４ 入札参加資格の取消し 

  入札参加資格の認定後、入札参加資格の審査に係る申請において、重要な事項について虚偽の申告

をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明した場合等は、入札参加資格の取消しを行い

ます。 

  資格の取消しを受けた者は、令和７年度及び令和８年度において再び入札参加資格の認定を受ける

ことができません。また、令和９年度以降についても、その取消しの日から 24か月を経過する日まで

は、入札参加資格審査の申請をすること及び入札参加資格の認定を受けることができません。 

  入札参加資格の取消しを受けた者は、令和７年度及び令和８年度中に熊野町が発注する委託業務に

おいて再委託を受けることはできません。また、令和９年度以降についても、その取消しの日から 24

か月を経過する日までは、熊野町が発注する業務において再委託を受けることはできません。 

 

５ 入札参加資格の有効期間 

この入札参加資格が認定された日から令和９年５月３１日までとします。ただし、この資格は、有

効期間以降においてもその年度における資格が認定されるまでは有効とします。 



  また、有効期間の始期については、令和７年６月１日を予定しています。 

  なお、有効期間内であっても、３のイ～エの登録の取消し等により登録が無くなった場合は、当該

部門の入札参加資格は失効します。 

 

６ 独自書類 

   電子申請の場合は、令和６年 11月 29日（金）までに次に掲げる書類を提出してください。（必着） 

   また独自書類は広島県へは提出せず、熊野町へ提出してください。 

  （１）送信完了兼受付票 

  （２）委任状 

  

 



別表第1 

業務部門 業務分野 

測量 

1 測量一般 

2 地図の調整 

3 航空測量 

建築関係建設コンサルタント 

4 建築一般 

5 意匠 

6 構造 

7 暖冷房 

8 衛生 

9 電気 

10 建築積算 

11 機械設備積算 

12 電気設備積算 

13 調査 

地質調査 14 地質調査 

補償関係コンサルタント 

15 土地調査 

16 土地評価 

17 物件 

18 機械工作物 

19 営業・特殊補償 

20 事業損失 

21 補償関連 

22 総合補償 

土木関係建設コンサルタント 

23 河川・砂防及び海岸・海洋 

24 港湾及び空港 

25 電力土木 

26 道路 

27 鉄道 

28 上水道及び工業用水道 

29 下水道 

30 農業土木 

31 森林土木 

32 水産土木 

33 廃棄物 

34 造園 

35 都市計画及び地方計画 

36 地質 

37 土質及び基礎 

38 鋼構造及びコンクリート 

39 トンネル 

40 施工計画・施工設備及び積算 

41 建設環境 

42 機械 

43 電気電子 

その他 

44 不動産鑑定 

45 登記手続等 

46 その他 



別表第2 

添付書類 様式番号 

１ 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書 様式第1号 

２ 測量業者登録証明書、建設コンサルタント現況報告書、地質調査業者現況

報告書、補償コンサルタント現況報告書、建築士事務所登録証明書、土地家

屋調査士登録証明書、計量証明事業者登録証明書、不動産鑑定業者登録証明

書及び司法書士登録証明書の写し 

 

３ 営業所一覧表 様式第2号 

４ 有資格技術職員名簿 様式第3号 

５ 希望業務実績調書 様式第4号 

６ 熊野町税の納税証明書（熊野町税に滞納のない証明書）（熊野町住民生活

部税務住民課にて発行。熊野町税が課税されていない場合は提出不要。） 
 

７ 国税通則法施行規則（昭和37年大蔵省令第28号）別紙第9号書式による納

税証明書（消費税及び地方消費税に係るもの）又はその写し 
 

８ 法人……直前一年の事業年度についての、貸借対照表、損益計算書、株主

資本等変動計算書及び注記表 

  個人……直前一年の事業年度についての、貸借対照表及び損益計算書 

 

９ 法人……登記事項証明書（商業登記簿謄本）の写し  

10 誓約書 様式第 5号 

11 委任状（代表取締役などから支店長などに対する委任事項が記載されたも

の） 
様式第6号 

12 健康保険、厚生年金保険、雇用保険（以下「社会保険等」という。）の加

入状況を確認できる書類の写し（社会保険等に加入義務がない場合又は適法

に他の保険に加入している場合を除く） 

 

13 申出書 様式第7号 

 注１ 添付書類については、入札参加資格の審査に係る申請を行う日を基準日として作成すること。ま

た、第 13 項に定める書類については社会保険等に加入義務がない者又は適法に他の保険に加入し

ている者が提出するものとする。 

  ２ 第 2 項に定める書類のうち各証明書、第 6 項、第 7 項及び第 9 項に定める書類は、入札参加資格

の審査に係る申請を行う日の 3か月前の日以降に発行されたものを添付すること。 

  ３ 建設コンサルタント登録業者が土木関係建設コンサルタント業務を、地質調査業者登録業者が地

質調査業務を、補償コンサルタント登録業者が補償関係コンサルタント業務をそれぞれ希望する場

合は、各登録規程による現況報告書の副本の写しの提出があれば、第 5 項、第 8 項及び第 9 項に定

める書類については提出を省略することができる。ただし、提出する現況報告書の副本の写しは、

国土交通大臣に提出し、その確認印を受けたものであることとし、また、希望業務が各登録規程に

定める登録部門の範囲内である場合に限る。 

  ４ 入札参加資格の審査に係る申請を行う日までに直前 1 年の事業年度の財務諸表の調製が完了しな

い場合は、第 8項にかかわらず、直前 1年の事業年度の前年度の財務諸表とする。 

  ５ 第 3 項に定める書類については、定めた項目のすべてについて記載されているものであれば、 



申請者が独自に作成したもので代えることができる。 

６ 受領書が必要な者は、返信はがき等を必ず提出、又は同封すること。 



様式第１号（測量・建設コンサルタント等）

令和７・８年度において、熊野町で行われる測量・建設コンサルタント等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請します。

なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違しないことを誓約します。

郵　便　番　号

フ リ ガ ナ

住　　　　　　所

フ リ ガ ナ

商号又は名称

代　　表　　者

フ リ ガ ナ

担当者氏名

電話番号

FAX番号

 県内営業所の有無 （県内に営業所がある場合は「1」を記入し、ない場合は記入しないでください。）

ホームページURL

実印

メールアドレス

フリガナ

（役職） （氏名）

一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格 審 査 申 請 書　（ 測量・建設コンサルタント等 ）

令和　　　　年　　　　月　　　　日

熊　　野　　町　　長　　　　様



様式第１号の２（測量・建設コンサルタント等）

希望業務の内容 分野 測量 建築関係建設コンサルタント 土木関係建設コンサルタント

測
量
一
般

地
図
の
調
整

航
空
測
量

建
築
一
般

意
匠

構
造

暖
冷
房

衛
生

電
気

建
築
積
算

機
械
設
備
積
算

電
気
設
備
積
算

調
査

土
地
調
査

土
地
評
価

物
件

機
械
工
作
物

営
業
・
特
殊
補
償

事
業
損
失

補
償
関
連

総
合
補
償

河
川
・
砂
防
及
び

海
岸
・
海
洋

港
湾
及
び
空
港

電
力
土
木

道
路

鉄
道

上
水
道
及
び
工
業

用
水
道

下
水
道

農
業
土
木

森
林
土
木

水
産
土
木

廃
棄
物

造
園

都
市
計
画
及
び

地
方
計
画

地
質

土
質
及
び
基
礎

鋼
構
造
及
び

コ
ン
ク
リ
ー

ト

ト
ン
ネ
ル

その他 その他業務の具体的内容（希望業務）

１

２

３

４

５

※ 希望業務「その他」を希望した場合のみ、その内容を

５項目以内で簡単に記入してください。

登録等を受けている事業一覧 ※今回希望する分野・部門に関する事業以外のものは記入しないでください。

※複数の登録がある場合には、最新のものの登録年月日を記入してください。

登録事業者 登録番号 元 登録年月日 登録事業者 登録番号 元 登録年月日 登録事業者 登録番号 元 登録年月日

測量業者 第 号 年 月 日 建築士事務所 第 号 年 月 日 第 号 年 月 日

補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 第 号 年 月 日 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 第 号 年 月 日 第 号 年 月 日

土地家屋調査士 第 号 年 月 日 司法書士 第 号 年 月 日 第 号 年 月 日

建設コンサルタント登録業者の登録部門内容

土
地
調
査

土
地
評
価

物
件

機
械
工
作
物

営
業
・
特
殊
補
償

事
業
損
失

補
償
関
連

総
合
補
償

河
川
・
砂
防

及
び
海
岸
・
海
洋

港
湾
及
び
空
港

電
力
土
木

道
路

鉄
道

上
水
道
及
び
工
業

用
水
道

下
水
道

農
業
土
木

森
林
土
木

水
産
土
木

廃
棄
物

造
園

都
市
計
画
及
び

地
方
計
画

地
質

土
質
及
び
基
礎

鋼
構
造
及
び

コ
ン
ク
リ
ー

ト

ト
ン
ネ
ル

施
工
計
画
・
施
工

設
備
及
び
積
算

建
設
環
境

機
械

電
気
電
子

地質調査 補償関係コンサルタント

希望業務

部
　
　
門

地
質
調
査

土木関係 法令等の登録等の有無 ※「希望業務の内容」は、希望する部門の下欄に「１」を記入
してください。施

工
計
画
・
施
工

設
備
及
び
積
算

建
設
環
境

補
償
ｺ
ﾝ
ｻ
ﾙ
ﾀ
ﾝ
ﾄ

建
設
ｺ
ﾝ
ｻ
ﾙ
ﾀ
ﾝ
ﾄ

不
動
産
鑑
定
業
者

機
械

電
気
電
子

不
動
産
鑑
定

登
記
手
続
等

そ
の
他

土
地
家
屋
調
査
士

司
法
書
士

計
量
証
明
事
業
者

※「法令等の登録等の有無」、「補償関係コンサルタント登録
業者の登録部門内容」及び「建設コンサルタント登録業者の登
録部門内容」については、登録等がある区分の下欄に「１」を
記入してください。

測
量
業
者

建
築
士
事
務
所

地
質
調
査
業
者

地質調査業者

不動産鑑定業者

計量証明事業者

※登録年月日の元号は、
　「明治→１、大正→２、昭和→３、平成→４、令和→５」
　で記入してください。

（例）昭和３０年５月１０日の場合、
　　　「３３０年０５月１０日」と記入してください。

補償関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ登録業者の
登録部門内容



様式第１号の３（測量・建設コンサルタント等）

①競争参加資格希望業務区分 ④直前２か年間の年間平均実績高

年 月から 年 月から 年 月から 年 月から
年 月まで 年 月まで 年 月まで 年 月まで

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

測量

建築関係建設コンサルタント業務

地質調査業務

補償関係コンサルタント業務

土木関係建設コンサルタント業務

その他（上記５業務以外）

合　　　　　　　　　　計

※１ ②から④の金額はいずれも消費税及び地方消費税を含まない額を記入してください。②・③は千円未満を切捨ててください。④は②・③をもとに四捨五入して記入してください。

　２ 「希望業務等実績高」には、測量・建設コンサルタント業務以外の業務（建設業を兼業している場合は、その完成工事高等）の実績高は記入しないでください。

① （うち外国資本） （ ） １ 外国籍会社 [国名： ]

株主資本金 ２ 日本国籍会社 [国名： ] （比率： ％）

② 評価・換算差額等 ３ 日本国籍会社 [国名： ] （比率： ％）

③ 新株予約権 [国名： ] （比率： ％）

④ 計 ※ １若しくは２に該当するとき又は３で比率の合計が

⑤ 計（Ｐ） ５０パーセント以上のときは、「１」を設定してください。

※①～④は千円未満を切捨ててください。

① 年 月 日

年 月 日 から

年 月 日 まで

③ 年 月 日

④

※千円未満を切捨ててください。 ※申請日時点の営業年数（１年未満は切捨て）を記入してください。

． (％）

． (％）

． (％）

①～③は小数点第２位を四捨五入して記入してください。

①～③の比率が９９９９．９以上の場合は９９９９．９と、－９９９．９以下の場合は－９９９．９と記入してください。

希
望
業
務
実
績
高

② 直 前 ２ 年 度 分 決 算 ③ 直 前 １ 年 度 分 決 算

区　　　分 直前決算時（千円）

自
己
資
本
額

外
資
状
況

損益計算書 税引前当期利益（千円）(Ｓ)
営
業
年
数
等

創 業

貸借対照表

①　流動資産　（千円）(Ｍ)
② 休業又は転（廃）業の期間

②　流動負債　（千円）(Ｎ)

③　固定資産　（千円）(Ｑ) 現 組 織 へ の 変 更

④　総資本額　（千円）(Ｒ) 営 業 年 数

※１

2

（年）

経営比率

①　総資本純利益率　(Ｓ/Ｒ×１００)

②　流動比率　　　　(Ｍ/Ｎ×１００)

③　自己資本固定比率(Ｐ/Ｑ×１００)



様式１号の４（測量・建設コンサルタント等）

注 1　技術士の機械部門（※）は、選択科目「機械設計」、「流体工学」又は「交通・物流機械及び建設機械」を指します。

2　技術士の総合技術監理部門については、上記各部門の選択科目（記載のない部門はすべての選択科目）の有資格者数に加えて記入してください。

常勤職員の数（人）
①　技術職員 ②　事務職員 ③その他職員 ④　計(=①+②+③) ⑤役職員等 ※⑤の役職員等は、内数で記入

　してください。

有
　
資
　
格
　
者
　
数

８４１ ８４２ １３７ ２３８

建築積算士
(建築積算資格者)

０６２ １１３ １０１ ２０２ ２２２ ２４１ ３４２ ２４３
①横計構造設計 設備設計 一級建築士二級建築士建築設備士 一級土木施 測量士 測量士補 環境計量士 不動産鑑定 不動産鑑定 土地家屋調

一級建築士 一級建築士 工管理技士 士 士補 査士

２４４ ３０１
②横計司法書士

技
術
士

１６１ １６２ １６３ １６４ １６５ １６６ １６７ １６８ １６９ １７０ １７１ １７２
③横計機械部門 機械部門 電気電子 建設部門 建設部門(鋼構 建設部門 建設部門(河川・ 建設部門 建設部門 建設部門 建設部門 建設部門

（※） (その他) 部　　門 (土質及び基礎) 造及びｺﾝｸﾘｰﾄ) (都市及び地方計画) 砂防及び海岸・海洋) (港湾及び空港) (電力土木) (道路) (鉄道) (トンネル)

１７３ １７４ １７５ １７６ １７７ １７８ １７９ １８０ １８１ １８２ １８３ １８４
④横計建設部門(施工計画 建設部門 農業部門 森林部門 水産部門 情報工学部 応用理学部門 応用理学部門 上下水道部門(上水道 上下水道部門 上下水道部門 その他の

施工設備及び積算) (建設環境) (農業土木) (森林土木) (水産土木)門 (地　質) (その他) 及び工業用水道) (下水道) (水道環境)部門

Ｒ
Ｃ
Ｃ
Ｍ

７０１ ７０２ ７０３ ７０４ ７０５ ７０６ ７０７ ７０８ ７０９ ７１０ ７１１ ７１２
⑤横計河川・砂防及 港湾及び空 電力土木 道　路 鉄　道 造　園 都市計画及 地　質 土質及び基 鋼構造及び トンネル 施工計画、施工

び海岸・海洋 港 び地方計画 礎 コンクリート 設備及び積算

７１３ ７１４ ７１５ ７１６ ７１７ ７１８ ７１９ ７２０ ７２１ ７２２
⑥横計電気電子 水産土木 廃棄物 建設情報建設環境・ 上水道及び 下水道 農業土木 森林土木 機　械

工業用水道

２４５ ３４６ ２４７ ２５８ ２２３ ２２４ ２４８ ２５１ ３０２ ００１ ００２ ００３
⑦横計公認会計士 会計士補 税理士 第一種電気 第一種伝送交 線路主任技中小企業診地質調査技 土地区画 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 用地調査等業 公共用地取得

主任技術者 換主任技術者 術者 断士 士 整理士 業務実務経験者 務実務経験者 実務経験者

縦　　　　　　　　　　　　　　　　　計 ①～⑦の計



様式第２号（測量・建設コンサルタント等）

番
号

営　業　所　名　称

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

記載要領

1 本表は、申請日現在で作成すること。
2 「所在地」欄には、営業所の所在地を上段から左詰めで記載すること。
3 「電話番号・FAX番号」欄には、上段に電話番号を、下段にFAX番号を記載することとし、市外局番、市内局番及び番号は、「―（ハイフン）」で区切ること。

営　　　　業　　　　所　　　　一　　　　覧　　　　表

郵便番号 所　　　　　　　在　　　　　　　地 電話・FAX番号



様式第３号（測量・建設コンサルタント等）

／ 頁

有　資　格　技　術　職　員　名　簿
１　記入例に倣い、正しく記入してください。

２　「氏名」は、営業所（本店又は営業所）ごとにまとめて記入してください。

３　「氏名」は、姓と名の間を１文字開けてください。「フリガナ」は１文字開けることなく詰めて記入してください。

４　「生年月日」欄の「元」欄には、「明治→１、大正→２、昭和→３、平成→４」を記入してください。

５　「有資格区分コード」の欄には、様式第１号の４の「有資格者数」にあるコードを記入してください。

　　様式１号の４の「有資格者数」と有資格者数を必ず一致させ、該当する資格を有しない技術職員については記入しないでください。

６　資格が五つ以上あって、記入が２段になる場合は、氏名及び生年月日は最上段のみ記入し、２段目からのアルファベットを消し、下段に「＋」を記入してください。

年 月

営業所等

フ　リ　ガ　ナ 生年月日

記号 有資格区分コード
実務経験
年月数

氏　　　名 元 年 月 日

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ



様式第４号（測量・建設コンサルタント等）

希　望　業　務　実　績　調　書

（希望業務分野名）

記入要領

　１　本表は、希望業務分野の内容（測量、建築関係建設コンサルタント、地質調査、補償関係建設コンサルタント、土木関係建設コンサルタント、その他）ごとに、
　　別葉にして作成してください。
　２　本表は、「希望業務分野名」に記載の業務分野における直前１年間の主な契約について、１０件以内で記載してください。（他分野における委託契約、
　　工事請負契約は記入しないでください。）
　３　「直前１年間の主な契約」とは、直前の営業年度内において契約されたものをいいます（契約期間が次の営業年度に及ぶものを含む。）。
　４　「業務の対象の規模等」の欄には、例えば測量の面積、精度等、設計の階数、構造、延べ面積等を概略で記入してください。
　５　「委託契約金額」の欄には、消費税及び地方消費税抜きの金額を記入してください。
　６　着手年月及び完成年月の「元」欄の「４」は「平成」を指します。令和の場合は、「５」に修正してください。

元 年 月

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

注 文 者 元請・
下請 件 名 業 務 の 対 象 の 規 模 等 業務履行箇所のある都道府県名 委託契約金額（千円）
着 手 年 月
完成（予定）年月



様式第５号（測量・建設コンサルタント等）

　私は下記の事項について誓約します。

　１　暴力団等を排除する措置について

　　　自己又は自己の役員等は，次の各号のいずれにも該当しません。また，町が必要とする場

　　合には，広島県警察本部に照会することを承諾します。

　（１）役員等（個人の場合はその者を，法人の場合には役員又はその支店若しくは営業所（常

時工事の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表する者をいう。以下同じ。）が，集

団的に，又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織（以下「暴力団」という。）

の関係者（以下「暴力団関係者」という。）である者

　（２）役員等が，暴力団，暴力団関係者，暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与し

ていると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべ

き関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用している者

　（３）役員等が，暴力団，暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与

していると認められる法人若しくは組合等に対して，資金等を供給し，又は便宜を供与す

るなど積極的に暴力団の維持運営に協力し，又は関与している者

　（４）前３号のほか，役員等が，暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有

している者

　（５）経営に暴力団関係者の実質的な関与がある者

　２　社会保険等の加入について

　（１）健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出の義務を履行します。

　（２）厚生年金保険法(昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出の義務を履行します。

　（３）雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出の義務を履行します。

令和　　年　　月　　日

熊野町長　様

所在地

商号又は名称

代表者氏名 　印

誓　　約　　書

記

・上記１に違反した場合，既存の契約は解除となり，入札参加資格の認定は取り消されます。
・過失により上記２に違反した場合，ただちに是正してください。過失以外の場合又は是正し
　ない場合，既存の契約は解除となり，入札参加資格の認定は取り消されます。



様式第６号（測量・建設コンサルタント等）

委任状

　熊野町長  様

委任者 住 所

商号又は名称

代 表 者 名 印

　私は、下記の者を代理人と定め、令和　年　月　日から

令和９年５月31日まで貴町を相手方とする一切の契約について

次の権限を委任します。

記

受任者 住 所

商号又は名称

氏 名 　　　　　　　

（委任事項）

１　業務委託の入札及び見積の件

２　業務委託契約の締結の件

３　業務代金の請求及び受領の件

４　復代理人選任の件

５　その他業務遂行に関する一切の件

令和　　年　　月　　日　　



様式第７号（測量・建設コンサルタント等）

次の理由により、社会保険・厚生年金保険・雇用保険の届出義務のないことを申出します。

（社会保険及び厚生年金保険）
□従業員５人未満の個人事業所であるため。
□従業員５人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。
□その他の理由

（「その他の理由」を選択した場合）
令和　　年　　月　　日、関係機関（　　　　　年金事務所　　　　　課）に問い合わせを行い、
判断しました。

（雇用保険）
□役員のみの法人であるため。
□その他の理由

（「その他の理由」を選択した場合）
令和　　年　　月　　日、関係機関（ハローワーク　　　　　　　　　　課）に問い合わせを行い、
判断しました。

令和　　年　　月　　日

熊野町長　様

所在地
商号又は名称
代表者指名 印

申　出　書


